事業環境の改善に向けたＳＪＣ建議事項

２００７年１２月２１日
ソウル・ジャパン・クラブ
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序　文

今年設立１０周年を迎えたソウル・ジャパン・クラブ（ＳＪＣ）では、これまで政府への政策提言などを通じ、韓国におけるビジネス環境向上に努めてきた。こうした努力は、一人日本企業のみならず、韓国企業を含む全ての企業に資するものであると認識している。国家経済繁栄の基礎は企業活動がもたらす国富の創造、雇用機会創出や税収にある。このため世界各国は現在、熾烈な企業誘致合戦を行っている。各国政府が自由かつ円滑な企業活動のため経済法制度や社会インフラの整備、教育を通じた人材養成などに熱心に取組むのはこのためである。

今や国が企業を選ぶのではなく、企業が国を選ぶ時代にある。自由な企業活動を妨げる隘路事項が多い国、隘路事項の解消に不熱心な政府を抱える国は外国企業のみならず自国企業からも見捨てられる時代になっている。

SJCがこれまで韓国政府に対して行ってきた数々の建議に対し、韓国政府は真摯に対応し、多くの改善措置が講じられてきた。こうした韓国政府の努力については多としたい。

１０回目となる今回の建議は労働・労使、金融、税務・会計、知的財産、生活関連等その他個別案件に区分できるが、新規が１９件、継続が２０件である。建議作成に際しては、ＳＪＣの各委員会でグローバルスタンダードや日本でも実行されている事項か否かなどを考慮した上で、それぞれの専門的な見地、角度から現状分析を行い、問題点を抽出し、要望内容を慎重に検討した。要望事項は優先度が非常に高く必要最小限のものに限定している。

　こうした多岐にわたる隘路事項を踏まえ、特に２つの点を強調し、韓国政府にその実行をお願いしたい。一点目は労働･労使問題である。個々の企業の経営体力や生産性を無視した労組の賃金引き上げ要求、労働条件の下方硬直性是正が困難な法制度、非正規職員雇用の柔軟性を奪う法制度などである。こうした労働問題の改善は企業にとってのみならず、政府にとっても喫急の課題である。何故なら企業にとって新規投資、再投資、雇用を躊躇させる大きな要因となっているだけでなく、国家にとっても企業活動の海外移転・撤退などを通じ、国家経済の衰退を招くからである。

二点目は「日韓FTA/EPA交渉再開」の重要性である。世界の成長センターとも言うべき東アジアにおいて企業活動を円滑に行うための人、物、金の自由な移動を保証する自由経済圏の形成がさらなる経済繁栄にとって重要であることは論を待たない。とりわけ、韓国、中国を含めた北東アジアに自由経済圏を築いていくことがこの地域の発展にとり重要だと認識している。まずは、自由と民主主義という共通価値を有し、緊密な経済関係を築いてきた日韓がFTA/EPAを結ぶことが重要な第一歩と考える。日韓の貿易投資関係をさらに深める効果があるだけでなく、東アジアの一層の経済発展のための重要な一里塚となるからである。日本と韓国とのFTA/EPA交渉は、残念ながら２００４年１１月を最後に中断している。この交渉が早期に再開されることを期待し、韓国政府に再開に向けた一層の努力をお願いしたい。今年４月、釜山で開催された日韓経済人会合においても日韓FTA/EPA交渉再開に向け日韓経済界双方が自国政府に対し働き掛けをすることが合意されたことも特筆しておきたい。

日本では既に少子高齢化が進み人口減少社会に突入、少子高齢化が急速に進む韓国でも２０１８年をピークに人口減少社会に突入すると予測されている。日韓の人口減少が進む中、東アジアにおいて急速な経済発展を遂げている中国とインドの存在感が将来的にますます高まることは必定である。そうした中で日本と韓国が自らのプレゼンスを維持し、更に高めていくためには両国の連携を深めるための確たる紐帯が必要である。それがEPAの締結であり、お互いが小異を捨て可及的速やかに交渉の場に戻ることが肝要であると認識している。

既に触れたとおり、過去９回に亘り提出させていただいた政策提言に対する韓国政府の真摯な対応及び改善に向けての努力は多とするものであり、我々の事業環境及び生活環境は格段に改善したものと評価している。今回の政策提言に対しても、韓国政府の速やかな対応を期待するとともに、その検討経過及び結果についてご回答いただければ幸いである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００７年１２月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソウル　ジャパン　クラブ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　伊与部　恒雄

１．労働・労使関係分野

労働・労使関係に関する問題は、韓国の事業環境を考える際の中核的な論点である。日本企業の多くが、世界各国で積極的な事業投資活動を行っているにもかかわらず、韓国での積極的な事業投資等を躊躇する背景には、経営への一部労組の対立姿勢、生産性を上回る賃上げ要求、労務面における企業側の裁量が制限されるケースが多いことなどが要因であると考えられる。
昨年、韓国政府は、労使関係法・制度先進化方案（ロードマップ）関連法案を国会で通過させた。しかし、労組専従者の給与支援禁止措置などロードマップの中核的な課題が先送りになり、その他の労働・労使関係全般についても効果的な対策が迅速に実施されているという状況には達していない。また、労働条件の下方硬直性や一部の組合による経営に対する過度の対立姿勢は、外国からの対内直接投資促進のための障害のみならず、既に韓国で活動している企業にとっても正規社員の雇用を敬遠する要因の一つともなっている状況である。

また、兼ねてから改正を要望している法的退職金制度にも言えることだが、本年施行されたいわゆる非正規職保護法が新たな労働争議の要因となっているように、一見すると労働者に有利な法制度が、結果的に労働者の不利益となっていることを是非認識願いたい。韓国政府には、労働者の長期的な安定雇用を目指す観点から、外国系企業も含めた経営者側の意見を十分踏まえた上で、国際的な労働基準に照らした実効性の高い法制度の構築を目指して頂きたいと考える。

加えて、労働・労使関係に関する問題は、単に経済的な問題に影響を与えるに留まらず、韓国の対外的イメージを大きく損なうものとなっている。韓国関連事業に関する日本国内での経営判断のマイナス材料となっているため、新規投資は元より追加投資の抑制や撤退につながる要因であり、韓国政府が力を入れている対内直接投資促進における大きな障害となっている。

　韓国が外国系企業の対内直接投資の促進及び雇用の確保を目指すためには、以下の項目に関して目に見える形での着実かつ積極的な改善が必要であり、これら多くは、われわれ外国系企業だけではなく、韓国の事業者とも意見の一致を見ているところである。

①　国民年金返還一時金の外国人への適用（新規）
（現状認識）

国民年金は、韓国人のみならず外国人も等しく加入義務を負う。一方、韓国人には適用される返還一時金制度は外国人には適用されないことになっている。

日本人の場合、２００５年４月から日韓社会保障協定が発効され、一時的（５年以内）に韓国へ派遣され就労している場合は年金加入が免除されることとなった。しかし、本協定の免除対象となっていない日本人（韓国内企業において直接雇用されている者等）は、韓国の国民年金保険に加入しているにもかかわらず、国外に移動する際に返還一時金制度が適用されない。
（要望事項）
国民年金に加入し、年金保険料を支払っている外国人に対して、返還一時金が韓国人と同様に適用されないのは、外国人に対する差別であり、適用されるよう法改正して頂きたい。

②　労働条件の下方硬直性是正（継続、内容変更）

(現状認識)
勤労基準法第９７条第１項但書においては、「（就業規則を）勤労者に不利益に変更する場合には労働組合等の同意を得なければならない」とされている。
しかし、労働組合等の同意を得ることは非常に困難であるため、会社の経営状況が悪化した時においてさえ労働条件の下方修正が事実上不可能となっており、その結果、事業の継続が危うい状況すら発生している。また、新規の雇用抑制にも繋がっている。
 (要望事項)

現在日本でも、「高度の経営上の必要性」が認められる場合には、就業規則の不利益変更が認められる最高裁判例もあり、不利益変更の妥当性について、労使間の自主的な交渉で解決できない場合には、司法機関の判断を求めることが可能な枠組みがある。韓国においても同様な選択肢を可能とすべく、就業規則の変更時には労働組合等の同意を必須条件とするのではなく、労働組合の意見書を添付することのみを条件とするよう、現行の法令を改正願いたい。
③　有給休暇の買い取り禁止（新規）

(現状認識)

改正勤労基準法の成立により、法律上は年次有給休暇の上限の設定、月次有給休暇の廃止、生理休暇の無給化、取得を奨励しても取得が進まなかった未消化有給休暇の買い取り義務の消滅が定められた。また、改正勤労基準法第５９条の２に「年次有給休暇の使用促進制度｣が新設され、使用者が一定要件の下に年次休暇の未使用分に対する補償義務から免れる旨定められた。

前回の建議事項に対し、‘団体協約や就業規則を改正しなくとも「年次有給休暇使用促進措置｣により年次休暇の未使用に対する補償義務を免ずることが出来る’との回答を頂いているが、前述の労働条件の下方硬直性是正でも示したとおり、実際は労働組合等が団体協約や就業規則の改正に応じない限りこれらの措置を実施できず、多くの日本企業では年次休暇買い取りなどの制度が残ったままで改善を図れていない。また、勤続年数の長い労働者においては、実際には年次有給休暇及び月次有給休暇を使い切ることがない場合も多く、その残存年次有給休暇は金銭で補償され、一種の収入と位置づけられている例が多い。実際の労使交渉においては、この金銭収入の減少を組合側が忌避し、そもそも年次有給休暇の繰越日数制限に関し、改正法どおりの枠組みで合意できないケースも発生している。
 (要望･質問事項)
「年次有給休暇の使用促進制度」の趣旨は、諸外国に比べて低い休暇取得状況に鑑み、金銭補償の手段として使われてきた傾向のある未消化有給休暇の買い取りをやめ、有給休暇使用率を向上せしめるものと理解しているが、改めて政府の見解も同様か確認したい。

また、「年次有給休暇の使用促進制度」の趣旨を実現させるためにも、年次有給休暇の買い取りを法令にて禁止することを再度ご検討願いたい。
④　法定退職金制度の改正　（継続、内容変更）

（現状認識）
韓国においては、退職金及びこの算定基礎となる平均賃金に関する規定が勤労基準法に規定されているが、本制度は他の先進国では類を見ない制度であり、個別企業の経営状況等を考慮しながら、労使の対話と妥協を通じて適正な基準を設定する余地が排除されている。また、退職金の支給には退職事由の制限がないため、懲戒解雇者に対しても法定退職金が保障されていることは、不合理な制度であると考える。
　特に、退職直前の平均賃金を算定基礎としていることは、本来退職金の持つ法的性格である賃金の後払いという趣旨にはそぐわない。
また、法定平均賃金の適用は、勤続年数とともに給与水準が上昇する制度において勤労者にメリットがあるため、賃金ピーク制の導入とともに雇用の延長（定年延長）の実施を検討している会社にとっては負担が大きく、制度導入の弊害となっている。
（要望事項）
退職金を勤労基準法で一律に規定するのではなく、労使間で個々の企業の経営体力に応じた適正な基準を設定できるよう制度の改正をお願い致したい。

制度改正自体が困難な場合は、退職事由により退職金に格差を設けられる方式に改善願いたい。また、法定退職金の算定基準を、本来の法的性格（賃金の後払い）に合わせ、勤続期間を通算した実際の賃金の平均額を基に算定する方式に改善願いたい。
⑤　国家有功者雇用義務の弾力的運用　（継続、一部変更）

国家有功者等礼遇及び支援に関する法律第３０条により、常時２０人以上を雇用する一般事業所（製造業の事業所では、常時２００人以上の勤労者を雇用する場合）は、国家有功者を勤労者数の一定割合以上雇用することが義務付けられており、本法律について兼ねてより外国企業に対する適用緩和を要望してきたが、前回の建議に対して、『国家有功者に対する就職支援は憲法事項であるため緩和することは極めて困難』との回答を得た。その一方で、外国人投資を促進するための施策として　『経済自由区域、自由貿易地域に入居した外国系企業に対しては、国家有功者の雇用義務要件を軽減』していることを鑑みると、「憲法事項であるため緩和が困難である｣という説明には矛盾がある。

また、企業にとって高い競争力を保つためには、自由な裁量で優秀な人材を確保することが必須条件であり、人材確保において企業の裁量が制限されるのであれば、積極的な投資に躊躇せざるを得ない状況である。

（要望事項）

　既に一部外国系企業に緩和措置を適用しているのであれば、「経済自由区域の指定及び運営に関する法律第１７条第１項」の適用除外等の措置を一般の外国系企業にも適用願うべく、改めてご検討願いたい。
⑥　非正規職の使用期間制限の緩和（新規）

(現状認識)

２００７年７月１日より「非正規職保護法」が施行され、期間制勤労者については、使用期間が２年に制限され、２年を超過して使用した場合には期間の定めのない契約として見做すことになり、また派遣労働者も同様に、２年を超過して使用した場合には、使用事業主に直接雇用義務が課されることになった。

しかし、８月６日付労働部発表の調査結果を見ると、従業員３００人以上の企業のうち約３割が「期間制勤労者の業務を外注化する計画である」と回答していることにも示されているように、業務の外注化や２年未満での雇用の打ち切り等、施行により逆に労働者の雇用が不安定化することが予想される。また企業にとっても、外注化や２年未満の雇用による業務上の支障や生産性の低下が懸念される。

一方、非正規職を正規職化した場合には、企業側では人件費の増加及び人材活用の伸縮性の低下を招き、このような労働市場の柔軟性を奪うような法律は企業の投資意欲を削ぐことにもなり得る。

（要望事項）

「非正規職保護法」で定められている期間制勤労者・派遣勤労者の使用期間の制限（２年）を延長し、かつ使用者と当該労働者の合意があれば使用期間の延長が出来ることとして頂きたい。　

制度改正自体が困難な場合は、経済自由区域の指定及び運営に関する法律第１７条第５項には“労働部長官は入居外国人投資企業に関して派遣勤労者保護等に関する法律第５条及び第６条の規定にもかかわらず経済自由区域委員会の審議・議決を経た専門業種に関して勤労者派遣対象業務を拡大するか派遣期間を延長することができる”ように規定されているので、これを外国系企業にも拡大して頂きたい。

⑦　労組専従者の給与支援禁止措置の早期実施（継続、内容変更）

労組専従者の給与支援禁止規定（労働組合及び労働関係調整法第２４条第２項）の施行については、２００９年末までその実施が猶予されたが、本規定は成立から既に１０年余りが経過している。既に成立しているにもかかわらず、施行のみを長期に亘り先送りすることは、韓国の立法制度そのものの信頼性を著しく損なうことになり、特に海外投資家が投資実行を躊躇する大きな要因となる。

前回の要望でも伝えたとおり、労組専従者の給与支援禁止規定の施行は、本来の組合の自主的な活動が担保されると共に、健全で透明性の高い組合運営が確保されるためにも必要な措置であること、企業の経済的負担を軽減し健全な財務体質を担保することに貢献することを勘案すると、労使双方に有効な法律であると考える。

また、韓国の「労働組合及び労働関係調整法」において「労組専従者に給与を支援する行為」を不当労働行為とみてこれを禁じており（第８１条４号）、これに違反した使用者は２年以下の懲役または２,０００万ウォン以下の罰金に処せられることとなっているが、組合側の要求に応じて止む無く労組専従者に対して給与を支援した使用者のみが処罰される現在の仕組みは法理論上も矛盾している。

（要望事項）

立法の信頼性を担保し、外国からの投資を促進するためにも２００９年末の確実な実施を要望する。なお、前回の建議事項に対する回答において、「労働組合の財政自立方案について集中議論することで合意している」とあるが、その進捗状況をお示し頂きたい。

また、施行にあたって労使双方に対する罰則規定の導入も併せて要望する。

２．金融分野

　経済通貨危機以降、不良債権の迅速な処理、経営の透明化、外国為替等対外的な取引規制の緩和等が進展し、更に過去数回にわたり、ＳＪＣが要望した事項に関しても、一定の改善がなされたことは高く評価している。

　外国企業と当該国の金融機関とは非常に関係が深く、当地においても外国金融機関が十分な活動を行うことができれば、当該国の投資活動が一層活性化することは言うまでもない。

　外資系金融機関であるが故の特殊事情についても配慮いただきたい点もあるところ、引き続き特に重要な要望及び政策の提言を行いたい。

1 過少資本税制の外国金融機関への弾力的運用（新規）

　　過少資本税制を適用するにあたっての、国外支配株主からの借入金の業種別倍数について、２００８年１月１日以降は金融業の場合も現行の６倍から一般業種と同じく３倍に縮小する方向とされているが、資金融通・仲介を業とする金融機関にとって一般業種と同じ倍数はそぐわないと思われる。　また、もともと資本金の概念の無い“支店”において、金融機関の支店については擬制資本金として対象となるのは、全業種に対して適用される税制の中で違和感は否めない。　加えて、特に外国金融機関の支店においては、その資金調達原資は本支店借入れが主であるため、突然に他の資金調達元を確保することは難しく（更に近時米国サブプライム問題に端を発する金融市場の混乱により一層困難な状況となっている）、本税制の対象は本支店借入れの“年間平均残高”であり、年度末等の一時点での対応が効かない点もある。　他方、本支店外からの調達が困難である場合には貸出資産の圧縮を余儀なくされ、韓国における企業金融に影響をもたらすことにも繋がること、等が懸念される。　

従い、金融業としての性質を従前通りに捉え、現行ルール（６倍）の継続、或いは３倍への改定にあたっての移行猶予期間を設ける、等の措置を要望させていただきたい。

2 海外送金の規制緩和（新規）

　韓国では、海外資金送金時の規制が非常に厳しいのが現状である。具体的には「出張等の立替払いの精算」、「海外親会社が立替払いをしている日本人出向者の海外賃金の精算」については基本的に海外送金を認められていない。また、送金を認められるケースにおいても送金時に提出する資料が非常に多いなど規制が厳しいことから在韓日系企業としては厳しい状況にある。

　外国企業が海外で事業を行う上では海外送金は必要不可欠なことであり、企業の利便性を高める上でも海外送金の規制緩和を是非とも検討願いたい。

　なお、去る11月8日に財政経済部は『市場親和的外国為替取引システム構築のための外国為替制度改善方案』を発表したが、同方案の施行により本問題が解消されることを強く望んでいる。

3 有価証券保有制度の外国金融機関への弾力的運用（継続）

　韓国においては銀行法第３８条ならびに大統領令第２１条の２において株式及び長期保有有価証券に関しその保有限度額が一律自己資本の６０％を上限として制限されているが、同限度金額算定根拠として、外国金融機関に対しては本店の自己資本ではなく、韓国に所在する支店単位の資本金が適用されるため韓国金融機関に対して投資可能金額が極端に低いレベルに抑制されている状況にある。

　本来投資家としての信用力は金融機関全体で判断されることが適当であるところ、外国金融機関については韓国に所在する支店単位の自己資本ではなく、金融機関全体の自己資本を適用するよう改善願いたい。

　前回(０６年度)の建議事項の回答では長期的に検討するとのことであったが、現在の韓国側の検討状況について確認させていただきたい。

4 代金決済の事前申告義務の免除（継続）

　外国為替取引法第１６条によれば以下の通りである。

「居住者と非居住者間または非居住者相互間の取引または行為による債権・債務の決済において、居住者が次の各号の一に該当する場合は、大統領令で定めるところにより、支払方法につき、財政経済部長官に予め申告しなければならない

1． 相殺など勘定の貸借によって決済する場合（２．以下省略）

　具体的には、親会社（日本）Ａから韓国子会社Ｂ経由で生産委託先（韓国）Ｃに原料Ｘを持ち込み、Ｃで生産された製品ＹをＢ経由でＡが仕入れる取引における、親会社Ａと韓国子会社Ｂ間の決済において、相互の債権・債務を相殺して代金決済（ネッティング）することは事前申告の対象となる。特に申告を怠った場合には、違反金額の３倍以下の罰金が課せられる。このような事前申告義務は先進国においては殆ど存在しない制度であり、一般的に広く行われるネッティングに対し、このような義務を課すことは、公平さを欠くとともに、韓国における企業活動、特に韓国の法制度に不案内な外国企業にとって問題が大きいと言わざるを得ない。

　従って、事前申告義務条項を削除するように改善願いたい。

　前回(０６年度)の建議事項の回答では長期的に検討するとのことであったが、現在の韓国側の検討状況について確認させていただきたい。

⑤　非居住者への韓国ウォン為替市場の開放（継続）

　韓国においては、２００２年以降、外国為替の自由化に向けて各種規制の段階を踏んでの緩和により、居住者に対する自由度は格段に広がっている。

　しかし非居住者に対する韓国ウォン為替市場へのアクセスは極めて限定的にしか認められていないのが現状である。近時、非居住者の韓国ウォン先物為替ヘッジのニーズが高まりを見せているが、ＮＤＦ（Non Deliverable Forward）のみではその効果にも限界がある。

　韓国に対する投資拡大のためにも、非居住者への韓国ウォン為替市場の早期開放を引き続き要望したい。

前回(０６年度)の建議事項の回答では長期的に検討するとのことであったが、現在の韓国側の検討状況について確認させていただきたい。

6 同一人又は同一グループに対する貸出規制の改善（継続）

　同一人又は同一人グループに対する信用供与限度は、みなし自己資本を元にして算定されている。２００１年７月の制度変更の結果、本支店からの借入金のうち期間１年を超えるものについてはみなし自己資本金に参入することにより、ある程度の限度拡大が可能となったことは評価しているところ。

　しかしながら、現在の算定方法では、本支店貸与金の増加額がみなし自己資本額から控除されるなどの制約があり、十分な措置とはいえない。信用供与限度額の算定方法については、持込資本金ではなく本店自己資本額を基準とするよう改善願いたい。

なお、前回(０６年度)の建議事項の回答では長期的に検討するとのことであったが、現在の韓国側の検討状況について確認させていただきたい。

7 中小企業貸出比率規制の撤廃（継続）

韓国における銀行は、一定比率以上の中小企業貸出を義務付けられている（１９８６年７月末残高を基準として、以後のウォン貨貸出増加分の２５％以上を中小企業向けに貸出さなければならない）。

しかし、金融機関が行う融資は融資先のリスクを個別に判断して、金融機関がリスクをコントロールできる範囲内で行うことが原則である。

韓国における中小企業育成の重要性は理解するものの、中小企業育成は、本来政府による中小企業向け政策融資や信用保証制度における政府の再保証等により対応すべき課題であり、金融機関に中小企業貸出比率規制を適用し、義務付けるという現行の制度は市場原理にそぐわないものである。

また、中小企業に対する融資においてはきめ細かい与信管理が必要であるが、店舗数や人員において与信管理に限界のある外国金融機関には実質的な不利益が生じる。

国内銀行と外国金融機関が同様に扱われる結果、外国金融機関にとって実質的な不利益が発生する場合には、形式的に同じ待遇であるよりも実質的に同等の負担となるような特例措置の適用が是非とも必要である。　

また、今般、中小企業比率算定の根拠となる中小企業の定義変更があったが、これは実質的に如上の理由からホールセールに特化する銀行の実態を反映していないのみにとどまらず、営業中の外資系中小企業の体力低下をも惹起しかねない深刻な問題である。

昨年に引き続き中小企業貸出比率規制の撤廃を求めるとともに、前回(０６年度)の建議事項について長期的に検討するとのことであったが、現在の韓国側の検討状況について確認させていただきたい。

３．税務・会計分野

　税務行政は国家主権に属する重要な公権力作用の一つであり、当地において事業活動を行わせていただく以上は、適正な納税を行うべきことは当然のことと認識している。一方、税務行政は制度及び運用次第では健全な経済発展を阻害する懸念もあり、企業活動にマイナスの効果をもたらす場合もあることも事実である。

　これまでも韓国政府は税務調査の軽減化を図るなど積極的な取組みは高く評価するところである。しかし税制及び徴税の双方について、納税者が納得して納税できるよう制度インフラの整備及び明確な運用を図っていただくことを念頭に、以下に税務・会計分野に関し、日系企業が抱えている問題点について提言を行いたい。

1 税務調査期間の不合理な延長（新規）

　税務調査を受ける場合、追徴することを前提として調査している印象があり、納得の行く説明が無いままに期間延長しているケースがある。

　税務調査期間は国税基本法第８１条等で税務公務員は調査対象税目、業種、規模等を考慮して税務調査期間を最小化するようにしており、次の事由に該当する場合には税務調査期間を延長できると規定されていると理解している。

１）納税者が帳簿、書類などの隠匿、提出遅延、提出拒否など調査を忌避する行為が明白な場合。

２）取引先調査、取引先の現地確認及び金融取引の現地確認が必要な場合。

３）脱税疑惑が懸念されるか、調査過程で租税犯処罰手続法第１条の規定に伴う租税に関する犯罪事件に調査類型が転換される場合

４）天災地変、労働争議で調査が中断されるなど、国税庁長官が定める理由に該当する場合。

　　　　基本的に上記のケースでは税務公務員は延長理由と期間については税務調査期間延長通知書を通じて納税者に提出することが義務付けられている筈である。

　　　　しかし必ずしも現場においては、こうした原理原則が徹底されていないことから韓国で事業活動を行っている日系企業にとっては大きな負担となっており、合理的な理由もなく調査期間を延長することのないよう徹底願いたい。

2 企業会計基準の為替差損益と外貨換算損益の区分（新規）

　韓国の企業会計基準では『為替差損益』と『外貨換算損益』を区別して表記することが義務付けられているが、この二つを分割することは、業務上非常に手間がかかり企業としては大きな負担となっている。

　区別しないことにより税務上問題が生じることもないと理解しており、世界的に見ても非常にまれな仕組みであると認識している。

　従って今後は区別しないで表記できるよう表記方法の変更について検討願いたい。また、区別して表記することが必要であるということであれば、その理由を明確にしていただきたい。

3 国税庁と関税庁における移転価額の評価の違い（新規）

　海外から韓国内に輸入される物品に対して国税庁と関税庁とでは課税評価の方法が異なっている。具体的には国税庁は費用を縮小して所得を上げようとするため正常価額を低く設定し、一方関税庁は課税価額を上げるために正常価額を高く設定しようとする傾向にある。

　各々の課税当局（国税庁、関税庁）はそれぞれに追徴課税額のノルマのためお互いの認定した正常価額を認定しないことになる。特に外国企業の場合、税務調査を受ける際に焦点となるのは海外からの輸入品に関する移転価額であり、正常価額が一貫していないことから被害を受ける懸念が高くなっている。

　こうした点を踏まえて、国税庁と関税庁とで移転価額の評価の一貫性を早急に図るための法制度の整備等を至急検討願いたい。

4 パススルー課税の実現（新規）

　日本では、２００５年に制定された「有限責任事業組合に関する法律（ＬＬＰ法）」により、新たな事業体制度が整備された。これまで日本では１）出資者全員の有限責任、２）内部自治の徹底、３）構成員課税の適用という３つの特徴を有する事業体は存在しなかった。この法整備によりこうした特徴を有する事業体の存在が可能となり、企業同士のジョイントベンチャーや専門的な能力を有する人材の共同事業の振興を促すこととなり、今後新産業の創造に寄与することが期待されている。

一方韓国ではこうした事業体の存在が認められておらず、仮にプロジェクトファイナンスによる事業を行った場合に、構成員課税が認められてないため組織段階で法人税が課されるとともに、出資者に対しては利益配分については配当課税が課されている。従って事実上プロジェクトファイナンスによる事業を行うことは不可能となっているため、事業形態を狭めたものとしている。

　なお、今年９月韓国政府は「パートナーシップ課税特例制度」の導入方案を発表し、２００９年1月1日の施行を目指してすでに国会に上程中と聞き及んでいる。本方案の一日も早い実現を要望するとともに、韓国内で多様な事業形態が実現できるようより一層の法制度の整備を検討願いたい。　
４．知的財産権分野

　知的財産権関連の法制度については、韓国はＷＴＯ・ＴＲＩＰＳ協定を遵守し、デッドコピー規制などＴＲＩＰＳ協定による義務以上の取組みを行っており高く評価している。

　また、知的財産権問題に対して政府全体として取組んでいる姿勢についても評価できる。しかしながら、現実の権利取得及び違反事例の取締りについては運用面でまだ改善の余地があると言わざるを得ない。

　日本の税関における２００７年１月～６月の知的財産権侵害疑義物品の輸入差止件数を仕出し国別で見ると、改善は見られるものの韓国からのものが中国からのものに次いで多いのが現状である。

　また、外国人が多く集まる都心の観光地において知的財産権を侵害する物品を堂々と販売する状況はこの数年目に見えて変化はなく、知的財産権侵害事犯が相変わらず散見される。特定の地域では常に同じ場所で侵害品を販売しており、取締りが行われていることを実感できないのが現実である。

　特許庁での権利取得の迅速化や訴訟の迅速化に努め権利者の権利の迅速な設定を行うとともに、ブランド品の模造品取締りなどに一層努め、知的財産権の重要性についての教育･啓蒙活動を行うことを求めたい。

更に以下の諸点につき、制度・運用面での更なる改善を求めたい。

①　不適切な区分への移行指令（新規）

　現行の商標審査基準第３１条６項１号には「願書に記載された商品類区分がニース分類と合わないように記載された場合は『正確な商品類区分を提示して』拒絶理由を通知し、それにより正確な商品類区分に補正すれば認定しなければならない」と記載されているが、正確な区分の提示が行われておらず適切な審査基準の運用が図られていないのではないかと思料する。

　例えば、第２９類又は第３０類に属する「○○を主成分とした健康食品」について「○○」が属する分類への移行を求められることがあるが（「シルクペプチドを主原料とした健康食品」は「絹糸」が第２３類の「織物用糸」に属するので、第２３類に移行せよという例、「コエンザイムQ１０を主成分とする健康食品」は「菌株」が第１類に属するので第１類に移行せよという例など）、そのまま移行した場合実際の商品とは全く異なる商品となってしまう。しかし反論も受け入れられないため、そのまま指令どおり補正するか削除するしかなく、結果として適切な商標権を得られないことになっている。

　ついては指定商品に係る審査基準について、不適切な区分への移行指令が為されないよう審査基準の運用の徹底をお願いしたい。

②　商標の優先審査制度の導入（新規）

　商標に関しては、通常の出願より早く審査を行う優先審査制度が無い。しかし出願してから審査完了までの間に予想外の不利益を受け、または更新登録出願の期間を厳守できず新規出願をしなければならない等権利化の緊急性を要するケースがある。

　特に模倣等による無断使用の場合、出所の混同により出願人のみならず一般消費者にも被害が及ぶものであり、早期解決が必要となる。また、出願人が出願中の商標について使用を開始したところ、第三者から権利侵害である旨の警告を受けた場合にも早期解決の一助として処理期間の短縮が必要となる。

　従って権利化について緊急性を要求される出願については、通常出願の審査に対する措置として一定の条件の下に優先審査を行う制度の導入を検討願いたい。

③　図面代用写真による意匠出願の審査緩和（新規）

　線画による図面作成は多くの時間を必要とし、また意匠については急に発表が決まり短期間で出願準備を完了させなければならないケースが多い。そこで線画による図面の代わりに写真で意匠出願することが頻繁にあり、多くの国で図面代用写真による意匠出願を認めている。

　一方韓国においても図面代用写真による意匠出願は認められているものの、審査が厳格であり一例を挙げれば各写真に出ている物品の寸法のわずかな不一致でも拒絶理由通知や補正指令が出されることがある。従って韓国においても写真出願による意匠出願の審査緩和を検討願いたい。

④　侵害立証の容易化（新規）

　知的財産権侵害訴訟において訴訟提起前には証拠収集の処分の手続きが無い。迅速な審理のためには、訴訟の当初から可能な限り多くの証拠が揃っていることが望ましいが、訴訟提起前の訴訟相手となる予定の者からの情報や証拠の入手は現実問題として極めて困難である。

　従って訴えの提起を予告する通知（予告通知）をした後であれば、訴訟提起前であっても証拠が立証のために必要なことは明確で、かつ自ら証拠収集することが困難な証拠や情報の入手についての処分を求めることができるように法制度の改正を検討願いたい。

⑤　侵害訴訟における特許無効の抗弁の許容（新規）

　特許権等の有効・無効の判断は特許審判院で為され、侵害訴訟は地方裁判所で審理されることから、一つの侵害事件において表裏一体となっている侵害訴訟と無効審判の双方を別々の場で争わなければならず多大な労力と費用を要している。

　従って侵害訴訟においても特許権等の有効･無効を判断し、紛争の早期解決を行えるよう改善願いたい。さらに被告から特許の無効原因に関する主張およびその理由が提示された場合には、原告はそれを回避するためにイ号がなお包含される訂正（暫定）クレームを提出できるような制度の導入を検討願いたい。

⑥　商標出願の先後願に関する規定適用の判断時期の改善（継続）

　韓国では、商標出願の先後願に関する規定適用の判断時期が後願の出願時となっている。

　例えば、商標登録Ａと同一の商標に関して、別の第三者が指定商品も同一の出願Ｂを行ったとする。そして登録商標Ａが使用されていないことを理由に、登録商標Ａに対して不使用取消審判を請求し、その請求が認められ登録商標Ａが取り消されたとする。この場合出願Ｂの審査時に登録商標Ａが消滅していても、出願Ｂに対する登録商標Ａを引用した拒絶理由は解消せず、出願Ｂも拒絶される。

　韓国が、先登録商標との類似可否の判断時期の基準を出願時とする理由として、１）審査の緩急により当該出願案件の登録可否が影響を受ける、２）審査が保留となることにより審査が遅延する、の２点を挙げている。確かに後願の扱いを先願の処理待ちとした場合、処理待ち件数が増加して審査が滞るという状況が発生する懸念はある。しかし、日本をはじめ、欧米等殆どの国で判断時期を審査時としており、少なくとも日本においては判断時期が審査時であることで全く問題が生じていない。

　逆に判断時期が出願時であることの問題は、引用例として挙げられた先登録商標が後願である出願の審査時に消滅していたとしても拒絶理由が解消されずに拒絶査定を受け、再出願を強いられることにある。韓国商標法第８条５項にて優先的に再出願は可能であるが、あくまでも新規の出願として出願日が設定され、その結果かつて自らの出願により後願とされていた類似案件が新たな自らの先願となってしまう等の問題が生じるおそれがある。

このように韓国商標制度の下では出願人は多大なコストと時間の浪費を強いられることになり、こうした事態を避けるためにも規定適用の判断時期を後願の出願時ではなく、審査時とするよう改善を願いたい。

⑦　中用権の導入（継続）

　日本では商標法第３３条において「中用権」を規定している。この規定は、重複登録された商標の一つが無効とされた場合、無効とされた商標が周知であるときはその商標権に蓄積された業務上の信用を既得権として保護し、継続的に使用する権利を認めるというものであるが、韓国ではこれに相当する権利が規定されていないのが現状である。

　他社の商標に対して自社商標を引用して無効審判請求を行った場合、逆に先方から対抗策として無効審判請求を起こされることがあるが、韓国では「中用権」が規定されていないため、自社商標が韓国内で周知であっても、自社商標が無効とされた場合には商標の継続的使用ができなくなる。これは、韓国特許庁の審査結果を使用し、使用を開始した出願人にとって極めて酷な結果である。

　従って、韓国においても「中用権」の規定の導入を願いたい。

⑧　外国語出願を原出願とする韓国出願における原文に基づく手続き（継続）

　ＰＣＴに基づき特許出願を韓国に国内移行した場合、国内移行時に提出した翻訳文に基づいて手続補正を行うことができる（韓国特許法第２０８条）が、海外における外国出願の原文（以下、原文）に記載がなく翻訳文（韓国語）にのみ記載がある事項に関しては無効理由となる（韓国特許法第２１３条）。すなわち、原文と翻訳文との重複記載事項にのみ特許が与えられる制度となっている。

　韓国では、日本語が堪能な現地の弁理士や翻訳者をもってしても原文の内容が正確に翻訳されていないのが現状である。

　外国出願人にとって原文に立ち戻り手続補正を行うことができない場合、誤訳等により原文の意図が翻訳文では十分に伝えきれないことがあるため、ＰＣＴによる国際特許出願に関し、手続き補正を国際特許出願の原文に基づいて、少なくとも登録まで可能としていただくことを要望したい。

　前回（０６年度）の建議事項に対する韓国政府の回答では、本要望を反映した特許法改正については頻繁な法改正による混乱を最小限にするために、ＰＬＴ条約及びＳＰＬＴ条約にあわせた特許法改正の際に考慮するとの見解を伺っているが、ＰＬＴ条約及びＳＰＬＴ条約の早期発効は予断を許さない状況と考える。他方、韓国政府は最近毎年のように特許法を改正しており、特許制度の改正を進めていると認識している。ついては、本要望についてもＰＬＴ条約及びＳＰＬＴ条約の発効を待つことなく実現させるべく検討願いたい。

⑨　英語による外国語特許出願の導入（継続）

　パリ条約によるパリ優先権が主張できる一年の期間が切れる直前に特許出願せざるを得ない場合には、短期間に翻訳文を作成する必要が生じる。さらに出願書に最初に添付した明細書又は図面（すなわち外国語を韓国語に翻訳した出願当初の明細書又は図面）に記載されていない事項を出願後に補正により追加することが認められていない。従って外国語を韓国語に翻訳する過程で誤りがあった場合には、外国語による記載内容を元にその誤訳を訂正することができないなど、発明の適切な保護が図れないケースが生じている。

　韓国において英語による外国語出願が認められれば、こうした翻訳ミスによる問題は生じないものと予想されるので、英語による外国語出願の導入を検討願いたい。

　なお、⑧でも記載している通り、韓国特許庁はここ数年毎年のように特許法を改正し特許制度の改善を進めている。ついては本要望についてもＰＬＴ条約及びＳＰＬＴ条約の発効を待つことなく実現させるべく検討願いたい。

　

⑩　分割出願の時期的要件の緩和（継続）

　審査官による最終判断やそれに付随する先行技術調査結果が提示される前の段階において、どの程度まで広く権利化することが可能かについて出願人自らが見通しを立てることには限界があり、特許決定時の特許請求の範囲が十分実効的なものでない場合がある。

　また、ベンチャー企業のようなフロントランナーによる革新的な発明等の場合、特許による保護が必要な優れた発明が特許出願に含まれていても、特許請求の範囲にその発明の内容を的確に表現できなかったために、特許を取得することができずに拒絶決定となってしまうケースがある。

　より実効性のある多面的・網羅的な権利取得が可能となるよう、拒絶理由通知による意見書提出期間及び拒絶決定に対する審判請求の日から３０日以内に限り分割出願が可能となっている現行制度を改善し、特許決定後および拒絶決定後の一定期間においても分割出願を可能とするよう改善を願いたい。

　なお、日本においても特許査定後および拒絶査定後の一定期間に分割出願を可能とする制度改正を２００７年に実施したところでありこの制度改正は多くの出願者に好意的に受け止められている。
⑪　無効審判の請求人適格制限の緩和（継続）

　２００６年改正特許法の無効審判制度では、登録公告から３ヶ月経過後は利害関係人と審査官のみに請求人適格があり、誰でも無効審判を請求できるのは登録公告から３ヶ月が経過するまでである（改正特許法１３３条第１項）

　新規性欠如・進歩性欠如等の公益的な理由に関しては、請求人適格の制限を設定するのは適当ではなく、何時までも誰でも無効審判を請求できるように改善願いたい。

　なお、前回（０６年度）の建議事項に対する韓国政府の回答では、現行制度でも利害関係人の範囲を広く認める運用をしているということなので、特許法を運用に合わせて改正しても無効審判の請求件数が激増して特許権の地位が不安定になることは予想し難く、むしろ審判や審決取消訴訟において請求人適格が争われることがなくなるので、法改正により紛争の早期解決も期待できると思料する。

⑫　従属形式のクレーム表現の承認（継続）

　韓国においては、多重引用した他の従属項を多重引用する従属項は認められていない。一方、日本および欧州特許協力条約ではこのような従属形式のクレーム表現を認めている。

発明の多面的な保護および特許出願人の過大な費用負担の回避の観点から、特許法において多重引用した他の従属項等を多重引用する従属項を認めるよう改善願いたい。

　なお、前回（０６年度）の建議事項に対する韓国政府の回答は、多重引用した他の従属項の多重引用を認めた場合に、権利範囲の理解が困難になり請求項目の数に応じて計算される各種費用の計算が煩雑になることを心配されている。しかし同様のクレーム表現を認めている日本及び欧州において大きな問題は生じていないことを付け加えておく。

⑬　拒絶理由通知に対する応答期間の延長（継続）

　韓国では、拒絶理由通知に対する応答の指定期間が通常２ヶ月となっており、指定期間の延長は可能であるが、１ヶ月の延長に対して２万ウォンの延長費用が発生する。しかし現実問題として、韓国語文献が引用例の場合、引用例の翻訳が必要な外国企業にとって２ヶ月という指定期間内での対応は極めて困難である。

　また、指定期間の延長は可能であるが、延長するごとに延長申請の手続きを必要とすることから、韓国特許庁に支払う延長料と高額な代理人手数料が大きな負担となっている。

　ついては拒絶理由通知に対する応答の指定期間を３～４ヶ月に延長するよう改善を願いたい。

　また、指定期間の延長が困難な場合には、例えば指定期間内に応答がなかった場合には期間延長申請があったものと推定し、後日、拒絶理由通知に応答する場合に必要な手続きと延長料を支払う等の制度を検討願いたい。そうした制度を採用しても拒絶理由通知の送達から例えば６ヶ月以内に応答又は延長申請がない場合には出願を取り下げたものと見做すなどの規定を設けることにより、応答意思の無い出願が大量に蓄積する等の懸念はないと考える。

　

5． 個別要望事項等（生活環境改善分野を含む）

1 　安全性評価試験所の新設（新規）

　水棲生態毒性については今年から評価対象となっているが、韓国内での評価機関は「韓国安全性評価研究所」のみであると理解している。他方、「韓国化学試験研究院」においても評価のための装置は設置されているが、英文のレポートを作成していないということで、審査に合格するレポート作成については信頼性を疑わざるを得ないのが現状である。このため試験評価が一箇所に殺到し試験評価に膨大な時間がかかっており、他方ＫＥＣＩ（既存化学物質目録）への登録は時間との戦いであり、正式審査登録に間に合わないという状況が恒常化している。

　こうした状況を打開するために短期的には既存機関での人員の増加、中長期的には試験評価機関を２箇所以上確保して試験評価が迅速に行われるような状況を実現していただきたい。

　

2 通関時における安全規制の認証取得の確認（新規）

　ある製品を輸入通関する際に現状は製品の本体に正式輸入元と製品の電磁波が適することを認証するＭＩＣ（電磁波適合認証）を通関後に取得している。言い換えれば、同製品を他事業者もしくは個人がMICを取得することなく輸入することが可能となっている。従ってＭＩＣへの対応が不十分な製品が韓国市場に出回り、消費者の手に渡り、消費者に被害が及ぶことが懸念される。

　ついては現在のシステムを見直し、ＭＩＣの通関前認証を行うように手続きの変更をお願いしたい。

3 医療機器輸入販売許可のグローバルハーモナイゼーション（新規）

　米国FDA（５１０ｋ）、欧州MDD、日本薬事法に基づき製造、輸出、販売が許可された医療機器について韓国では韓国医療機器法に基づき、上記の国と同様の認証プロセスを再度韓国にて実施する必要がある。

　そのため効率性に問題があり、韓国での医療機器導入に時差が生じてしまい、先進国に対して導入時期が遅れることになる。従って最先端の医療機器の導入がタイムリーにできず、韓国における医療診断、治療レベルが相対的に低下する懸念がある。また、企業にとっては、法律への対応に工数とコストを要することとなり、結果的に製品価格に付与せざるを得ないことから、韓国の顧客にも不利益を与えることとなる。

ついては医療機器法規制のグローバルハーモナイゼーションの観点から韓国での法規制の簡素化を検討願いたい。また、併せて米国、欧州、日本政府発行の承認証明書があれば、無条件で韓国輸入販売の承認を与えるよう検討願いたい。

4 出生届に関する日韓関連機関の連携（新規）

　韓国内にて出産した際に、在韓日本国大使館経由にて出生届を提出すると、戸籍に掲載されるのに概ね１～２ヶ月の期間を要している。

　一方韓国の外国人登録法では外国人登録期間が３０日以内となっており、登録のためには出生した子供の名前を掲載した戸籍及び子供の旅券の提出を求められる。

　従って、３０日以内では外国人登録が出来ないため、戸籍に掲載されるまで韓国出入国管理事務所に外国人登録を猶予してもらうこととならざるを得ないが、出生証明書の提出を求められる。他方、在韓国日本大使館は出生に関する受理証明を発行していないのが現状である。ついては日韓両国におけるこうした齟齬を解決するため以下の改善を検討願いたい。

　韓国政府に対しては、外国人登録法の手続き緩和を検討願いたい。少なくとも相互主義の観点からすると、日本と同様出生後６０日まで登録期間を緩和することを検討願いたい。

　更に、日韓両国の出入国管理当局間にて両国の外国人登録手続きを同種同等のものとする二国間協定の締結について検討願いたい。

　

5 韓国に滞在する外国人の利便性の向上（新規）

　韓国政府の努力もあり外国人の生活環境は随分改善されてきたが、いまだに多くの外国人が韓国での生活に不便・不利益を感じている点があるのも事実である。具体的な事例を挙げれば下記の通りであるが、外国人の韓国での生活の利便性向上のためにもより一層の改善を検討願いたい。　

１）「外国人登録番号」の利便性向上

韓国で生活する外国人は韓国人が所有する「住民登録証」ではなく「外国人登録番号」を保有しているが、外国人登録番号は住民登録証に比べて利便性が低い。例えば、オンラインショッピングなどインターネット上で各種サービスを利用する際、ログインに住民登録番号を必要とするサイトが数多くあり、サービスを受けられないケースが多い。「住民登録証」のみならず「外国人登録番号」でもログインを可能とするようシステムの見直しを含め改善に向け民間各社への行政指導を求めたい。

２）金融機関等での信用審査

　外国人の場合、職種、業種等により審査基準に違いがあり、返済能力に問題がない場合でもクレジットカードの発給やクレジット枠が制約されている。

３）障碍者登録証発給

　外国人の場合、身体にハンディキャップを持っている場合でも障碍者登録証の発給を受けることができないため、韓国内での様々な障碍者向けサービスを享受することができない。

⑥　少量研究開発用化学物質サンプル輸入手続の緩和（継続）

　韓国では、少量（年間１００ｋｇ未満）の研究開発用サンプルに新規物質が含まれている場合、輸入前に化学物質確認内訳書と化学物質有害性審査免除確認申請書を国立環境科学院の委託機関である化学物質管理協会に提出している。このうち化学物質有害性審査免除確認申請書には、新規物質の化学名称、ＣＡＳ　Ｎｏ．、含有量を記載し、かつ他の成分に規制物質がないことを証明した保証書を添付している。

　顧客である韓国先端技術関連企業の開発スピードは早く、また要求する性能レベルも高い。したがって、常に新しい性能を持つ新規物質の開発が要求されるし、また性能確認や製造工程適性の評価において、作業効率を高めるために一度に多くのサンプルが要求される。このため、サンプルの数が多く（約３０～６０件／月）情報収集、書類作成、手続にかなりの時間と労力を要している状況である。

　さらに化学物質有害性審査免除確認は、輸入の前に確認を完了していなければならない。有害性審査免除確認の完了までには、新規物質の化学情報調査（最短３日）、書類作成及び申請（１日）、免除確認の審査（最短３日）の合計１週間が最低でも必要となっており、韓国側の顧客は通常１週間以内のサンプル納期を要求するため、輸入前までに免除申請を完了させるためには全く余裕がないのが実情である。

　このような状況が続くようであれば、今後韓国顧客の要求であっても新規物質による最先端材料の輸入抑制を考慮せざるを得なくなり、このことは韓国の先端技術産業の遅れにも繋がるのではないかと懸念するところである。

　このような状況を打開するために、下記の改善を願いたい。

　新規化学物質を輸入する場合でも、少量（年間１００ｋｇ未満）で、かつ研究開発用サンプルにおいては、化学物質確認内訳書や化学物質有害性審査免除申請の届出をしなくても輸入できるように改善願いたい（米国、日本では研究開発用サンプルの輸入においては、届出は不要となっている。）。

　なお、前回（０６年度）の建議事項に対して、『研究開発用サンプルに対する輸入実態などを把握して今後関連法令を改正する際、反映可否を検討する計画である』との回答を頂いたが、その後の検討状況および今後の見通しをご教示願いたい。
　

7 金浦空港（国際線）の入国審査における投資外国人専用ゲートの設置等(継続)

　仁川空港には入国審査に投資外国人専用ゲートが設置されているが、金浦空港には設置されていないのが現状である。

　金浦空港の入国審査では外国人ゲートの数も少ないため、入国審査に長時間を要するケースが多いので、仁川空港と同様に投資外国人専用ゲートの設置を検討願いたい。

　なお、最近仁川空港の投資外国人専用ゲートが開いていないことから、Ｄ－８（企業投資）の資格を有する外国人が入国審査の際に不便を感じることが多いと聞いている。設置されていても開いていなくては全く意味を為さないので、ゲートを常時開くよう徹底願いたい。

⑧　交通弱者への配慮(継続、変更)

　市内バスにおいて急停車、急発進、ドアが開いたままの発進等が頻発している。またタクシーの運転においても依然としてスピード違反、割り込み運転、信号無視等が多いのが現状である。さらに目に余るのは歩道上、横断歩道でのオートバイ及び自動車の走行であり、特にオートバイの走行は常態化しているのが現実である。一方これらに対する警察当局の取締まりは非常に甘いのではないかというのが偽らざる印象である。

また、ソウル市内の歩道には石畳式のものが多い。工事完了直後は整備されており平坦になっているが、数ヶ月が経過すると雨の影響等で石畳の下にある土（砂）が流れてしまい、道路に起伏が生じてしまっているのが現状である。これは歩行者にとって非常に歩きにくいのみならずケガをする危険性も高くなっており、特に夜間においてはその危険性が非常に高くなると言わざるを得ない。

　こうした現状の下、外国人、高齢者、障碍者、幼児等の交通弱者にとっては運転者の交通マナーや歩道の安全性の問題から不安、不自由を常に感じながら利用せざるを得ない状況に追い込まれている。また２００６年には実際にマナーを無視したオートバイにより日本人が被害にあうという事故も発生している。

　本件に関しては従来から表現の違いはあるものの建議事項でお願いしていることである。バス事業者、タクシー事業者等による公共交通に従事する職員への乗客・歩行者の安全を優先する運転マナーの徹底を再度お願いしたい。さらに一般運転者の運転マナーの意識向上についても徹底願うとともに、違反者に対する罰則強化も検討願いたい。また歩行者の立場に立った道路整備等を心がけることも切にお願いしたい。

創立10周年
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